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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　対向する平坦側部、鋭利な切断端、および対向する非切断端を有する非導電性ブレー
ドと、
　　前記非導電性ブレードの前記対向する平坦側部のそれぞれに配置されたアクティブ接
点とリターン接点の両方と、
　　前記非導電性ブレード部材に配置される非導電性中空管状部材であって、前記非導電
性ブレードの一方の対向する平坦側部のアクティブ接点の少なくとも一部分を覆い、前記
非導電性ブレードの前記他方の対向する平坦側部のリターン接点の少なくとも一部分を覆
うようにする、非導電性中空管状部材と
　を含む超極性電気外科用ブレードアセンブリ
　を備える、超極性電気外科装置。
【請求項２】
　前記非導電性ブレードの狭く細長い頂部が、前記非導電性ブレードの一方の対向する平
坦側部のアクティブ接点と、前記非導電性ブレードの前記他方の対向する側部のリターン
接点とを分離する、請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項３】
　前記非導電性中空管状部材に隣接して前記非導電性ブレードに配置された第２の非導電
性中空管状部材をさらに備える、請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項４】
　前記非導電性ブレードに配置されたときに前記非導電性中空管状部材を支持するための
非導電性シェルフ支持体をさらに備える、請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項５】
　前記超極性電気外科用ブレードアセンブリを電気外科用ハンドピース内に保持するため
に前記非導電性ブレードに接続された非導電性支持部材をさらに備える、請求項１に記載
の超極性電気外科装置。
【請求項６】
　前記非導電性中空管状部材がセラミックを含む、請求項１に記載の超極性電気外科装置
。
【請求項７】
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　前記非導電性ブレードがセラミックを含む、請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項８】
　前記非導電性中空管状部材によって覆われている前記アクティブ接点および前記リター
ン接点の少なくとも一部は、前記非導電性ブレードの頂部から外側下方に突出している、
請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項９】
　前記非導電性中空管状部材は、前記非導電性ブレードの頂部に嵌合するスロットを含む
、請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１０】
　前記非導電性中空管状部材は、前記非導電性中空管状部材の各端部の前記スロットの上
方に配置された開口部をさらに含む、請求項９に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１１】
　第１の端部と第２の端部とを有するハンドピース部材であって、前記超極性電気外科用
ブレードアセンブリが前記ハンドピース部材の前記第１の端部内に配置されているハンド
ピース部材と、
　前記ハンドピース部材内に配置され、前記非導電性中空管状部材に接続されてガスを前
記非導電性中空管状部材に供給するための非導電性管と
　をさらに備える、請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１２】
　前記ハンドピース部材が、前記非導電性ブレードの前記鋭利な切断端から煙とデブリの
少なくとも１つを排出するためのチャネルをその内部に含む、請求項１１に記載の超極性
電気外科装置。
【請求項１３】
　前記ハンドピース部材の前記第２の端部に接続された回転部材をさらに備える、請求項
１２に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１４】
　前記非導電性中空管状部材が、前記非導電性ブレードの前記狭く細長い頂部に嵌合する
スロットを含む、請求項１１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１５】
　前記非導電性管状部材が、前記非導電性管状部材の各端部の前記スロットの上方に配置
された開口部をさらに含む、請求項１４に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１６】
　前記非導電性中空管状部材と前記非導電性管との間に配置され、それらに接続された第
２の非導電性中空管状部材をさらに備える、請求項１１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１７】
　前記中空非導電性管状部材が前記ハンドピース部材の前記第１の端部の外側に配置され
ている、請求項１６に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１８】
　第１の端部と第２の端部とを有するチャネルを有するハンドピース部材と、
　前記チャネル内に含まれる第１の導電性中空管と、
　前記チャネル内に含まれる第２の導電性中空管と、
　第１の端部と第２の端部とを有する中空伸縮部材であって、前記中空伸縮部材の前記第
２の端部が前記ハンドピース部材の前記第１の端部内に収容され、前記超極性電気外科用
ブレードアセンブリが前記中空伸縮部材の前記第１の端部内に配置される中空伸縮部材と
、
　前記第１の導電性中空管よりも小さい直径を有する第３の導電性中空管であって、前記
中空伸縮部材と前記第１の導電性中空管の少なくとも一部との中に含まれる第３の導電性
中空管と、
　前記中空伸縮部材と前記第２の導電性中空管の少なくとも一部との中に含まれる導電性
円筒形部材であって、前記超極性電気外科用ブレードアセンブリの前記アクティブ接点と
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、前記超極性電気外科用ブレードアセンブリの前記非導電性中空管状部材が前記第３の導
電性中空管に接続され、前記超極性電気外科用ブレードアセンブリの前記リターン接点が
前記導電性円筒形部材に接続される導電性円筒形部材と、
　をさらに備える、請求項１に記載の超極性電気外科装置。
【請求項１９】
　前記ハンドピース部材の前記チャネル内に前記第１の導電性中空管および前記第２の導
電性中空管を保持するための少なくとも１つの支持部材をさらに備える、請求項１８に記
載の超極性電気外科装置。
【請求項２０】
　前記中空伸縮部材内に前記第３の導電性中空管および前記導電性円筒形部材を保持する
ための少なくとも１つの支持部材をさらに備える、請求項１８に記載の超極性電気外科装
置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　図８は、超極性電気外科用ペンシルの内部を示すための、超極性電気外科用ペンシル８
００のハンドピース部分の側部を取り除いて示した、本発明のアルゴンビーム機能を有す
る超極性電気外科用ペンシル８００の例示的な実施形態の側面斜視図である。アルゴンビ
ーム機能を有する超極性電気外科用ペンシル８００は、第１の端部８０４および第２の端
部８０６を有するハンドピース部材８０２と、ハンドピース部材８０２の第１の端部８０
４内に配置された超極性電気外科用ブレード８１０とを含む。超極性電気外科用ブレード
８１０は、対向する平坦側部８１４、狭く細長い頂部８１６、および鋭利な切断端８１８
を有する非導電性ブレード８１２と、ならびに非導電性ブレード８１２の対向する平坦側
部８１４のそれぞれに配置されたアクティブ接点８２０およびリターン接点８２２の両方
とを含む。第１の非導電性中空管状部材８３２は、非導電性ブレード８１２に配置され、
非導電性ブレード８１２の一方の対向する平坦側部８１４のアクティブ接点８２０の少な
くとも一部、および非導電性ブレード８１２の他方の対向する平坦側部８１４のリターン
接点８２２の少なくとも一部を覆うようにする。アルゴンビーム機能を有する超極性電気
外科用ペンシルは、ハンドピース部材８０２内に含まれ、第１の非導電性中空管状部材８
３２に接続された第２の非導電性中空管状部材８３８、およびハンドピース部材８０２内
に配置されて、第１および第２の非導電性中空管状部材８３２、８３８にガスを供給する
ために、第２の非導電性中空管状部材８３８に接続されている非導電性管８４０をさらに
含む。ワイヤ８４２はアクティブ接点８２０とリターン接点８２２とを回路基板８４４に
接続し、回路基板８４４はひいては電源コード８４６を介して電源に接続される。ハンド
ピース部材８０２の選択ボタン８４８は、切断および／または凝固を作動させるために使
用される。ハンドピース部材は、非導電性ブレード８１２の鋭利な切断端８１８から煙お
よび／またはデブリを排出するためのチャネル８５０を含むことができ、また、アルゴン
ビーム機能を有する超極性電気外科用ペンシル８００は、回転／旋回部材８５２を含み得
る。これは、ハンドピース部材８０２の第２の端部８０６に接続させて、煙を排出するた
めの真空を有するアルゴンビーム機能を有する超極性電気外科用ペンシル８００を操作す
るときの吸引管の引っ張りおよびねじれを軽減する。アルゴンビーム機能を有する超極性
電気外科用ブレードアセンブリの前述の実施形態のいずれかは、超極性電気外科用ブレー
ドの対向する側部に位置するアクティブ接点およびリターン接点の諸部分にわたって配置
された第１の非導電性中空管状部材のみを有する超極性電気外科用ブレードアセンブリを
含む、本発明のアルゴンビーム機能を有する超極性電気外科用ペンシルと共に使用され得
る。
【手続補正３】



(4) JP 2019-522547 A5 2020.8.13

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　図１２は、超極性電気外科用ブレード２００の対向する側部に配置されているアクティ
ブおよびリターン接点／電極を示すための、１８０度回転させて示した、図１０に描写し
ている、超極性伸縮電気外科用ペンシル１００の超極性電気外科用ブレードアセンブリ３
００、第３の導電性中空管１４０、および導電性円筒形部材１４２の例示的実施形態の斜
視図である。図１０および図１２に示すように、第１の非導電性中空管状部材３３２が超
極性電気外科用ブレード２００の狭く細長い頂部２１６の上に位置するとき、第１の非導
電性中空管状部材３３２は、非導電性ブレード２１２の一方の対向する平坦側部２１４に
あるリターン電極／接点２２２の一部（図１０参照）、および非導電性ブレード２１２の
他方の対向する平坦側部２１４にあるアクティブ電極／コンタクト２２０の一部（図１２
参照）を覆う。非導電性ブレード２１２および第１の非導電性中空管状部材３３２はそれ
ぞれセラミック材料を含むことができる。第２の非導電性中空管状部材３３８もセラミッ
ク材料を含み得る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　図９に示す超極性伸縮電気外科用ペンシルの例示的な実施形態に戻ると、管１７９を通
るガスの供給が第１の導電性中空管１２０に接続され、ガスは第１の導電性中空管１２０
、第３の導電性中空管１４０を経て第２の非導電性管状部材３３８に移動し、非導電性管
状部材３３２を通る。ガスは、非導電性中空管状部材３３２内に収容されたアクティブ電
極２２０およびリターン電極２２２の諸部分と接触するとイオン化され、イオン化ガスは
次に、超極性電気外科用ブレード２００の鋭利な切断端２１８に最も近い位置にある、非
導電性中空管状部材３３２の開口部３３６を通して放出される。ワイヤ１８０は、ハンド
ピース部材１１２内の回路基板（図示せず）に第１の導電性中空管１２０および第２の導
電性中空管１２２を接続し、回路基板はひいては電源コード１８４を介して電源に接続さ
れる。ハンドピース部材１１２の選択ボタン１８８は、切断および／または凝固を作動さ
せるために使用される。
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